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'1本県廃棄物処理の現状① 1

|廃棄物とは？ 1

○廃棄物の種類

・工場や工事現場などの事業活動によって出る廃棄物。産業廃棄物

・家庭や会社の事務室などから出る廃棄物ゴー般廃棄物

○廃棄物の処理の過程

再び社会へ再生資源

※中間処理(減量化，リサイクル等）
・焼却,破砕脱水,中和などの廃棄物の
性状に応じた方法により,廃棄物をリサイクル，
減量化または無害化

中間処理廃棄物

今埋立て
・リサイクルの過程からも再生資源として適さない
残さ等が発生今埋立処分

〕最終処分

1



II本県廃棄物処理の現状②

｝I 県内の産業廃棄物排出量及び処理状況

吟県内における産業廃棄物の排出量は平成S0年度で約1,155万ﾄﾝで,平成25年度に比べ
て増えています

近年の好景気を背景として，県内の経済活動が活発化し,排出量が増加したと考えられます

排出された産業廃棄物は,約96%が再生利用(リサイクル),減量化されています

しかし,約4％は最終処分(埋立て)されています

〔排出量及び処理状況の推移〕 （単位:万ﾄﾝ）

平成3o年度年度 平成加年度 平成25年度

排出量 1,154.7 （100％）1,105.3 （100％）1,112.8 （100％）

再生禾l1用量 581.5 （50％）632.9 （57％）697.9 （63％）

減量化量 525.1 （45％）392.8 （36％）367.3 （33％）

最終処分量 48.1 （4％）79.5 （7％）47.5 （4％）

｜ （'43） ’ （'45）（18.5） (145）(18.5） (14.3）
’

(石炭火力発電所発生分
を除いた最終処分量）

※端数処理の関係から， 100％にならない場合があります (出典)茨城県産業廃棄物実態調査(平成30年度版）
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|本県廃棄物処理の現状③

II 最終処分場の種類

最終処分場は,埋立てる廃棄物の種類などによってa．に分けられます

’|種類 県内の状況

7施設

特徴(一般的なもの）

○遮水構造をもたないため,汚水が発生しない産業廃棄物のみ
を埋立てています

(1)廃プラスチック類（2）ゴムくず（3）金属くず
(4)ガラスぐず･コンクリートくず及び陶磁器ぐず
(5)がれき類

安定型最終処分場

○有害物が国の定める溶出基準※以下の産業廃棄物(燃え殻，

ぱいじん,無機性汚泥,石綿含有廃棄物,廃石こうボード，
建設混合廃棄物等)を埋立てています

○埋立地の周囲に影響を与えないよう管理しています
（水を通さない遮水構造となっています）

4施設

[工コフロンティア

かさまぼか3施
設］

管理型最終処分場

-＞今回整備を計画

産業廃棄物(有害な O施設出基準を超える○有害物が国の定める溶遮断型最終処分場
燃え殻，ぱいじん,汚泥,鉱さい等)を埋立て

○埋立場所は,鉄筋コンクリートにより地中や水とは遮断された
構造となっており,半永久的な管理が必要となります

※｢金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令｣で定められた基準 （出典)新産業廃棄物最終処分場のあり方に関する基本方針
※処分場により，埋立てる品目は異なります （令和元年8月）
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I I廃棄物処理の現状④

1I 管理型最終処分場とは

遮水工により，廃棄物中に浸透した雨水(浸出水)が地下
へ浸透しないようにしています

浸出水は,水処理施設で処理します

降雨""""43d"M4

MddMM MMd446

"M"40

4MMM4

処分場

I ぐ■■■公共下水道へ放流
氷処逵施
設

災調轄
池

I

喝

､遮水工

※出典特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会

「最終処分場のいろは」 一部加筆

4



1I廃棄物処理の現状⑤

｝I 最終処分(埋立て)される産業廃棄物

○廃棄物の再生利用,減量化を進めていますが,どうしても再生利用できない廃棄物は最終処分(埋立て）
が必要になります

〔管理型最終処分場で処分される産業廃棄物の種類(－部)〕

踊遅
f唖急 讃

▽

畷園

○

jE :四

,抄潮

由丸

鐡軽み

ガラス陶磁器くず
（廃石こうボード）

ガラスぐず,耐火レンガぐず，

陶磁器ぐず,廃石こうボード
等

(写真は)家屋等の解体工
事から出た廃石こうボード

鐸設混･含廃棄物無 1機件汚泥〃0，，ぱいじん 燃え殼

工事現場のボーリングの際

や,上水道の浄化施設等
から発生

家屋解体現場で発生する

残さ物｡細かすぎてリサイ
クルに向かないもの

すすを集めたもので,製紙

工場のボイラーや廃棄物
焼却施設等から発生

工場のボイラーや炉,また

は,廃棄物焼却施設等から
発生

(写真提供:エコフロンティアかさま）
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’ I2新処分場整備の背景と必要性①

〆
」

、
ノ○県内の産業廃棄物最終処分場(管理型)の数は減少

産業廃棄物最終処分場(管理型)の数

| H22 1 H26T
施設数 5 5 4

／ 、

工コフロンティアかさま(笠間市）

ほか北茨城市2施設

桜川市 1施設
、 ノ

(出典)新産業廃棄物最終処分場のあり方に閨する基本方針（令和元年8月）

I 1○民間による設置が困難

産業廃棄物の処理は,民間が行うことが基本であるが,建設｡埋立｡埋立終了後の維持管理
まで長期間にわたる事業であり，投資｡維持管理コストが大きく,設置が進まない

平成16年 以降,県内で民間による管理型最終処分場の設置がない
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’’新処分場整備の背景と必要性②
1I ○県公共関与産業廃棄物最終処分場工コフロンティアかさまの現状

現処分場『ｴｺﾌﾛﾝﾃｨｱかさま』 ｝ 埋立てた廃棄物の容量(R1年度末）

○エコフロかさまの容量

240万､；

○埋立済の容量
167万㎡

（1,674,254㎡）

|進捗率698％’
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平成17年の開業から,令和2年3月までに約220万t
搬入し,埋立済の容量は約167万㎡となっています

｜ 品目別埋立実績(R1年度)合計:172,548トン ｝
撮影日令和2年4月28日

Ｉ

平成17年8月に県内初の公共関与の
管理型産業廃棄物最終処分場として整備

9％7.0％ 26.9％ 31．2％

ノ リ

産業廃棄物

■燃え殻■汚泥■ガラスくず■がれき、_ _ノ

÷
工コフロンテイアかさまは,今後6年程度(令和7年度中)で埋立終了見込み(R2.3月末現在）
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’ ’新処分場整備の背景と必要性③

I I○県内の産業廃棄物最終処分場の容量がひっ迫

(万㎡）

県内産業廃棄物処分場(管理型)の残余容量の推移 400

350

300
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150
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50

0

そ0
’ | H25 1 ’H22

343

H30

134

他民間分

残
余
容
量

150
残余容量(万m3) 234 －

84

残余容量のうち
エコフロ分(万m3)

（ ）内はエコフロの割合

193

(56.3％）

150

(64.1％）

87

(64.9％）

エコフロ分
1

193
47

150

H22 H26 H30

I
現状のまま推移すれば県内における産業廃棄物最終処分場の埋立容量が近い将来にひっ迫
することは必至の状況となっています
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s整備候補地の選定経緯①
L，

I I(1)外部有識者による新たな産業廃棄物最終処分場の検討

･平成31年s月に｢新産業廃棄物最 を設置

･基本方針,整備可能地について検討

I ｝○｢新産業廃棄物最終処分場整備のあり方に閏する基本方針｣を策定(令和元年8月20日）

＜基本方針の概要＞

◇公共関与の手法により管理型処分場を整備(おおむね170万㎡～260万㎡を確保）

◇工コフロンティアかさまの埋立終了時期を見据え,令和7年度の供用開始を目途に整備を推進等

／ 、

県内産業の安定した経済活動を支えていくため,工コフロンティアかさまの後継施設として，

新たな最終処分場の整備を進めることとしましたL ノ 9



整備候補地の選定経緯②

｝{○整備可能地の選定

I ｝

|法令による規制状況等の確認【立地回避区域の設定】
＜立地回避区域＞

・法令上の規制区域(都市計画法,都市公園法,景観法,市町村景観条例生産緑地法,土壌汚染対策法,廃棄物処理法，

自然公園法，茨城県立自然公園条例,首都圏近郊緑地保全法，自然環境保全法,茨城県自然環境保全条例，

鳥獣保護法,種の保存法,森林法,河川法,地すべり防止法,砂防法,土砂災害防止法,文化財保護法，

茨城県文化財保護条例等）

・立地上の制約区域(浸水想定区域,津波浸水区域等）

茨城県内全域から立地回避区域を除き,整備可能地要件と基本方針の埋立規模要件を満たす箇所を抽出

【整備可能地要件】

･地形｡地質(土砂災害危険箇所‘地すべり地形箇所に該当しない）

。浸出水の処理水放流要件(下水道計画区域から直線距離51<m以内の区域内）

・外部搬入道路要件(2車線以上の幅員を有する道路からの直線距離が1km以内の区域内）

・周辺要件(候補地を含む250m四方内に,人口1人以上が居住している及び利用されている土地がないか）

・地下水位が地表面付近にない

。活断層や活断層の疑いのある地形が確認されていない

・土地利用計画(農業振興地域に該当しない）

・自然環境保全(茨城の名木･巨木が存在しない,植生自然度9(自然林), 10(自然草原)の区域が

存在しない(※)）等 （※植生自然度:植生に対する人為の影響の度合いにより、

日本の植生を10の類型に区分したもの）

【埋立規模要件】

・全体必要面積が,おおむね30～50haを確保できる

46箇所

を抽出

10

1次スクリーニング(R1.10.7）



’|整備候補地の選定経緯③

{ 2次ｽｸﾘｰﾆﾝグ(R1.12℃ ｝

|自然条件,生活環境条件,社会条件,建設条件を満たす箇所を抽出
【自然条件】

・地形｡地質･地盤(地盤の透水性,地盤支持力）

･希少動植物の生息可能性

（植生自然度8(自然林,自然植生に近い二次林)以上の地域の有無）

【生活環境条件】

・利水状況(おおむね1km以内のダム,農業用水の取水位置の有無）

【社会条件】

・埋蔵文化財包蔵地の有無

。おおむね1km以内の静穏な環境を保全する必要がある施設(学校保育所，

病院特養等)の有無

.おおむね500m以内の建物の件数が300件未満

.おおむね1km以内の観光地の有無

【建設条件】

・地形,現況の土地を利用した必要な施設の配置可能性

.おおむね50m以内の湖沼,ため池の有無

・開発計画の有無

1S箇所

を抽出

1
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|整備候補地の選定経緯④

I 13次スクリーニング･総合評価(R2.2.17)

現地調査の上,施設配置を検討し,自然環境や生活環境への影響が少なく,経済性に優れている箇所を
選定

【現地調査】 地形,地質,植生,土地利用,主要道路の状況を確認

【自然環境】
・地盤の状況について,表層地盤増幅率(地震の力を割増しする

係数で,大きいほど揺れやすい)を評価

【生活環境】
。敷地境界から300m以内の住居数(事業所含む)を評価

・敷地境界から直近住居(事業所含む)までの距離を評価

･下水道整備区域までの距離を評価

【経済性】
,1nf当たりの概算工事単価を評価
。排出重心からの直線距離を評価

・最寄り高速道路ICからの距離を評価

【その他】
・中間処理施設の確保の可能性

・不法投棄事案発生状況の有無

1
3箇所

を選定

Ⅱ

城里町上古内

）常陸太田市和田町
日立市諏訪町
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|整備候補地の選定経緯⑤

II (2)整備候補地の選定 「新産業廃棄物最終処分場整備候補地選定会議｣(計3回）

県幹部で構成する選定会議(議長:副知事)において,有識者による検討委員会の評価結果を踏まえ，県と
して自然環境及び,生活環境への影響や事業効率性の観点から,3箇所の整備可能地の評価を行い,評価
が高い候補地を選定

[自然環境及び生活環境への影響や懸念,事業効率性について○，△で評価］

1．自然環境への影響について

■q

日立市諏訪町常陸太田市和田町城里町上古内項目

採石場跡地で既に開発された場所山林を伐採して造成山林を伐採,谷津田跡を掘削して造成地形(造成による影響） ○△△

’
○
’
○

○|不透水性の強固な岩盤'○|不透水性の強固な岩盤
△|山林伐採による影響 ｜△|植生はほとんど見られない

不透水性の強固な岩盤

山林伐採による影響

地盤｡地質

植生｡動植物

、
ノ

７

ｋ

｢日立市諏訪町｣は,既に開発された採石場跡地で,植生がほとんど見られず,地盤が強固であり,現況
を活かしてより安全な施設整備が可能であることから，自然環境への影響が最も少ないと評価

13



I ’整備候補地の選定経緯⑥

2生活環境への影響について

城里町上古内項目 常陸太田市和田町 日立市諏訪町

周辺住居の状況 300m以内:20戸程度，

500m以内:60戸程度

300m以内:20戸程度
500m以内:70戸程度

300m以内:1戸(事業所),
500m以内:30戸程度

△ △ ○

候補地周辺の

飲用水の状況
上水道給水区域 上水道給水区域 上水道給水区域○ ○ ○

浸出水処理(周辺
河川への影響）

公共下水道へ接続予定 公共下水道へ接続予定 公共下水道へ接続予定○ ○ ○
一
○
一
△

交通ｱｸｾｽ 幹線道路利用により良好 ○｜幹線道路利用により良好 ○｜幹線道路利用により良好

交通安全への

影響
大型車の通行にも支障がない 一部市街地,観光地へのｱｸｾｽ道路○ 一部市街地,小学校あり△

主な産業等 農業地域であり農業へ影響の
おそれあり

農業地域であり農業へ影響の
おそれあり

工業地域であり利便性向上の
可能性

△ △ ○

自然･文化・

観光施設
周辺の公園や水辺が市民の

憩いの場として利用されており
配盧が必要

周辺に文化財はあるが,観光へ
の影響は少ない

観光ｱｸｾｽ道路と重複し配慮が必要○ △ △

処分場設置による
景観への影響

周辺集落から見える可能性あり 周辺集落から見える可能性あり 周辺集落からは見えない△ △ ○

。 ■

｢日立市諏訪町｣は,周辺300m以内に住居はなく,事業所が1戸のみで,生活環境への影響は他2箇所
より少ない｡また,工業地域のため,農業への影響がほとんどなく,景観への影響もない｡以上のことか
ら, 「日立市諏訪町｣は,生活環境への影響が最も少ないと評価
なお,周辺の公園等への配盧や,最終アクセスについての交通安全面への配慮が必要

可 P
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1整備候補地の選定経緯⑦

S.事業効率性について ※埋立容量は,概算整備費を比較するため,現況地形をもとに目安として想定したもの

日立市諏訪町｜ 常陸太田市和田町
△’20名程度相続未了地あり

城里町上古内

30名程度,相続未了地あり

項目

地権者数(登記簿上）

張約2

○
’
○08億円［約2.4km]約202億円［約0.3km]約262億円［約8.01<m]概算整備費[下水道整備

区域までの距離］
△

約121億円

[篭歸継鱒）
約90億円

(篝蕊晨職割）
約64億円

(篝篭謡澤万m〕
事業利益予測

○○○

■a

｢日立市諏訪町｣は,他2箇所と比較して,事業計画に沿った用地買収が可能と推測され,かつ,現処分場
と同程度の容量が確保でき,中長期の事業利益の安定確保が見込まれることから,事業効率性が最も高
いと評価した。 」可

4.総合評価結果について

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

城里町上古内｜常陸太田市和田町｜ 日立市諏訪町項目

釦

自然環境への影響 ○:3，△:一○：1，△:2○：1，△:2
『日立市諏訪町』が,●評価鰯数
が最も多く(1塁掴),整備候補地
に選定吟○;6，△:2生活環境への影響 ○:3，△:5○:5，△:3

』
○
’
’
○

事業効率性 △：－○:2，△:1 3，○：1，△:2

△：2
|合計 ○ △○ 8△ 6， 12，7， 7

15



’ ｝整備候補地の選定経緯⑧

I ｝○整備候補地の決定

〆
、

、

‐
１
１
１
ノ

整備候補地を『日立市諏訪町』に決定

県では,選定会議の結果を踏まえ, 『日立市諏訪町』の日立セメント太平田鉱山跡地を新たな

産業廃棄物最終処分場整備候補地として決定し,整備を図ることとしました

／
凡

、
ノ

事業主体を｢一般財団法人茨城県環境保全事業団｣に決定

工コフロンティアかさまの事業主体として,公共関与の役割を担い,環境保全や地域との共生を

図りながら，県内の産業廃棄物や災害廃棄物の迅速な処理に貢献し,安全安心な施設運営を

行ってきた実績のある｢一般財団法人茨城県環境保全事業団｣に決定しました

16
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I’
|管理型最終処分場とは~~~~~~~~~~~~~~一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一~~ー~~~~~~~~~－－~~~~｜

|今地下に水を浸透させない遮水構造を持つ産業廃棄物の ｜
｜ 埋立施設
| (発生する汚水は,水処理施設で基準値以下に浄化後， ｜
｜公共下水道に放流）

|＜埋立廃棄物の種類＞
I （1）がれき類(2)ガﾗｽ陶磁器くず(3)燃え殻
I （4）汚泥等
L---..---..-.‘-.-.-..... ...‘--...--.-.-.-.-.--.-.-...-.‘_.‘....."-.---,...--....,｡－－－－－－.‘---------.-.-.-.-.-.－-....-‘ﾛ､-..,---.‘-.,口..ﾛ....‘--』

◇整備候補地:日赤 町地内
『
】
与
車

＝

自

たいへいだ

"採石場跡地であり,採掘後の地形を利用(日立セメント太平田鉱山跡地）
・管理型最終処分場として整備[埋立容量約244万㎡］

※推計値のため変更の可能性あり

リ
ト

毎|至日立中央IC

かみずゎ山荘

？

不透水性の岩盤が強固であり，地形を

活かして安全な施設整備が可能である
礎涯諏]や
日立二高

助川小、
蜂

日立総合

肇②

城南町日立江
助
川』 鏡徳寺

卜

｡既に開発された現況の地形を利用できる
ことから，生態系への影響が少ない

〆

鮎
川

不

ﾐ、 県道日立常陸太田線

･候補地の敷地境界から300m以内に住居は

なく,事業所が1戸あるのみで， 生活環境

への影響は少ない

座
四弘峰
▲

/○
責／1

常

諏

謬 鮎I

同道245号 ･現処分場と同程度の容量が確保され，

中長期にわたり安定的な運営が可能である

諏

鐡雪1町

説
諏訪町3r画

霊霊多賀高
津津諏訪町5
NN 浸出水処理については,公共下水道へ放流

予定であり,環境への影響が少ない等II国分町国分町
蕗旙霊閻ノ至東海村

命令

出典:いばらきデジタルまつぷ 17

4新たな産業廃棄物最終処分場整備候補地の決定について①



I新たな産業廃棄物最終処分場整備候補地の決定について産業 棄物 ネ場 定 し 、つ猩反 画面。 ②

I ｝○整備候補地及びその周辺の状況

② 、△一一一二百一-2
－－

二
口

■

a

司一

卜

辱雨
”

や 、 画 ．_．
■

q 津

ー L

尋､悪
自
画
『
毛
凋

.。 庖

●

心

、

聖

諒
睡
・
】
■

句

霞
・
匙
‐

『側
喘
ｒ
‐

ー■

、
Ｕ

も
浄
子
》

星
凸

一
露
旅 聯

医
一

画

、

~

一宅を一一

敷地内東側壁面を望む

県道側から南を望む
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1’5新処分場整備に向けた取り組み①

｝'○住民説明会の実施

住民の皆様に,整備候補地の選定過程や施設の

必要性,安全性などについて,ご理解をいただけ
ますよう,住民説明会を開催してまいります

1鯖たむa■輿呉物赴纏処分弔垂畳候禍竃の浪立について

II ○工コフロンティアかさま施設見学会の実施
1

■

工コフロンティアかさまが,環境に調和した安全｡安心

な施設であることや,地域共生に取り組んでいること
をご覧いただくために見学会を実施してまいります

－

19



I 1新処分場整備に向けた取り組み②

I I○地域との共生を目指した施設整備

I
｢環境都市宣言｣をされている日立市にふさわしいモデル的な施設整備を行い,市民の皆様や企業との共

生を図り，持続可能な循環型社会の形成を推進していきます

持続可能な循環型社会の形成

書加
地元企業及び

排出事業者

｢王罰=二二言ご＝

天然資源の投入

(化石燃料等の天然資源の保全）

○排出抑制とリサイクル

○リサイクルシステムの構築

○廃棄物を出さない事業活動の推進

O委託処理の適正化

I

処理

（リサイクル，

焼却等）

【置理型■終処分籾』

ー

■

‐
榊
偽 国

厨j
』

聖dZVjlIロー引己
差、

○廃棄物の適正処理

○県民の安全安心な暮らしを保全
○災害廃棄物の受入れ

○環境教育，地域や環境に配慮
した処分場運営

一一一、周辺住民の皆様一
|鰯

処分場運営についての
意見,提案 購 I

環境ﾓﾆﾀﾘﾝゲ結果の公開～

20



’ 1新処分場整備に向けた取り組み③

’ ｝○地域との共生を目指した施設整備

基本計画の策定について

各分野の専門家をメンバーとする策定委員会を設置し,安全･安心な施設整備を進めるため,地域の声を
踏まえた基本計画を策定し,地域との共生を目指していきます

「
三基本計画(策定委員会） 環境影響調査の実施

･施設の規模・構造･配置

最終処分場及び水処理施設等の規模｡構造･配置

日立市にふさわしい中間処理施設等の導入

･受入対象廃棄物の種類や受入基準

受入する廃棄物の種類･受入審査基準等

･搬入車両対策

搬入時間や,経路,交通安全対策

･環境保全対策

水質や騒音等への対策とモニタリング結果の情報公開

生活環境への影響を把握するため,法令等に

基づき水質,動植物の現況を調査するとともに，

施設の設置に伴う将来の影響予測を行います

･事業採算の試算

概算建設コスト,概算経営収支等

21



1|新処分場整備に向けた取り組み④

1'○環境学習施設による環境学習全般の普及啓発

環境学習施設を設置し,次世代を担う子供たちへの環境教育を実施していきます

I
一m｜■■■■－－－－

I､、
L

●

〃

「

言
畢

一

〃
Ｐ
ｒ
０
１
．
０
も
ｆ
ｊ
Ｏ
ｒ
９
０
ｆ
０
Ｄ

０

ｐ童

一

雲 罰
、

１
１

１
１

■
●
■
呂
凸
０
０
■
０
■
■
■
巳
■
■
日

_『Ⅱ
(写真)エコフロンティアかさまの管理棟2階にある環境学習施設(展示コーナー）
常時見学を受け入れており，学校や環境団体など,年間約600名が見学しています

）{ ○地域振興事業

地域振興事業について，日立市や地元の皆様と協議しながら検討してまいります
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1I e工コフロンティアかさまでの安全･安心な施設づくり①

｝'○廃棄物受入の流れ

｜ 工ｺﾌﾛﾝﾃｨｱかさまでの廃棄物受入方針 ’
･受入基準を満たすもののみを受け入れます

.悪臭の原因となる腐敗物を含む廃棄物は受け入れていません

｜ 工コフロンティアかさまでの主な受入品目 ’｜
I

受け入れている廃棄物の種類と内容

①燃え殻 ：工場のボイラーや炉,または,廃棄物焼却施設等から発生

（一部県内市町村の一般廃棄物の燃え殻を含む）

②ぱいじん ：すすを集めたもので,製紙工場のボイラーや廃棄物焼却施設等から発生

③無機性汚泥 ：工事現場のボーリングの際や,上水道の浄化施設等から発生

④石綿含有廃棄物 ：非飛散性アスベストを含む建築廃材を二重に袋詰めしたもの

⑤廃石こうボード ：家屋等の解体工事から出た石こうボード

⑥建設混合廃棄物 ：家屋解体現場で発生する残さ物｡細かすぎてリサイクルに向かないもの

23



’ ｝工コフロンティアかさまでの安全･安心な施設づくり②

｜ 工コフロンティアかさまでの受入体制 ’’

■契約前に,排出工程量を記載した書類,性状を示す分析証明書運搬計画書を審査

■現地調査(排出工程性状の確認,有害物質の使用状況の調査サンプリング及び溶出試験の
実施,搬入車両等の調査｡登録,ダイオキシン対策の実施状況の確認）

■搬入時検査(マニフェストの確認，目視検査）

■展開｡抜取検査
①展開検査:廃棄物を展開し，目視にて形状,他廃棄物の混入等について確認
②抜取検査:トラック荷台から,色臭い等の問題のある箇所をサンプリングして性状調査を行い,受入

基準との整合性を確認する

■契約内容と相違する廃棄物が含まれる場合は,搬入は認めない｡その後,指導,契約解除などの対応

を溌勤 醗謬
‐

一声一 一
－

ー
ー

再

画

轌睦 ●

Uー

園
一
一

一

一
》

壬
。

一
『

聯
一
巡
一

屋

蕊
一一

李
軍

ニ
ゴ
ーニ

ェ
ー
ロ
刃

諄

繊
墓
全
一
患

一劃

台貫による計量

廃棄物の目視検査

展開検査 中間覆土 洗車

（写真提供:エコフロンティアかさま） 24
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’I 工コフロンティアかさまでの安全･安心な施設づくり③

1I ○廃棄物受入の基準

水に溶け出す有害金属等の量が一定以下になるように国が基準を定めています
工コフロンティアかさまでは,さらにリスクを低減するため，受け入れる廃棄物の基準を国の基準より
厳しくしています

法令※の基準 ’■金属等の名称’
カドミウム

全シアン

有機燐

鉛

六価クロム

砒素

総水銀

アルキル水銀

セレン

ダイオキシン類

0.09mg/8以下

1.0mg/8以下

1.0mg/e以下

0.3mg/8以下

1.5mg/e以下

0.3mg/8以下

0.005mg/C以下

不検出

0.3mg/8以下

3ng-TEQ/g以下

0.03mg/8以下

0.03mg/8以下

0.15mg/8以下

0.03mg/8以下

0.0015mg/8以下

不検出

0.03mg/8以下

lng-TEQ/R以下

※金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

25
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’工コフロンティアかさまでの安全｡安心な施設づくり④

I ｝○第三者による維持管理のチェック体制を確保

施設の状況,環境モニタリングの結果は,地元住民や学識経験者で構成される委員会において情報公開
するとともに,委員の意見を施設運営に反映しています

名称 監視委員会 環境保全委員会

設置主体 笠間市(平成15年4月～） 笠間市,茨城県，茨城県環境保全事業団(平

成14年8月～）

○周辺環境のモニタリング計画及び結果

の評価

○結果に基づいて,茨城県環境保全

事業団に対して指導･助言

･学識委員(廃棄物処理，地下水汚染，大気

汚染,生物関係など）

･市民委員(福田地区区長,福田地区対策協

議会会長など）

･行政(茨城県笠間市）

年1回

委員会の

任務

○協定害の生活環境の保全を図るため

の細目に基づいて行う事項を監視

○監視結果に基づいて,事業団に対して指

導改善及び停止要請を行う

．福田地区区長

･福田地区対策協議会代表

．近隣地区代表

･学識経験者

構成

メンバー

開催回数 毎月1回
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’工コフロンティアかさまでの安全｡安心な施設づくり⑤

1I ○遮水対策

多重構造の採用

○廃棄物中に浸透した雨水(浸出水)が,地下へ浸透しないように遮水シートの設置など遮水工を実施しています

○遮水工は多重構造とし,国の基準以上に安全性を高めています

＜工コフロンティアかさまの遮水工＞
【国の基準以上の構造】【国の基準の構造】

＋
｡多重構造(GCL,水密性

アスファルトコンクリート）

・漏水検知システム

粘性土十遮水シート表面しや水工(底部）

願
ｆ
ｉ
頚

＃
■
巖

ｍｍ
Ｏ
一

一

０
－

５
－

－
》
・
ヘ
、

卵
″１Ｊノ／ 赤字で示した部分が， 国の基準以上

漏水検知システム
こ安全性を高めた箇所I

水密性ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
粒度調整砕石(M-40)

再生砕石(RC-40)
胴螂ﾘｳ"ｿｼｰﾄ麓:淵/／
長繊維不織布

GCL(ペﾝﾄﾅｲﾄ複合しや水ﾗｲﾅｰ)t=4,5mm

ｍ
ｍ
ｍ

Ｃ
Ｃ
ｃ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

５
０
０

２
３

一
一
一
一
一
一

ｔ
ｔ
ｔ
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’’工コフロンティアかさまでの安全･安心な施設づくり⑥

I 1○遮水材の破損時の早期対応

電気式漏水検知システムの導入 一，
｢一一一電流計 測定信号電源

-④ e一

芸←c雷差ヨ
ス

内部電流電極 外
部
電
流
電
極

○遮水シートが破損した場合に,早期に漏

水箇所を検知できるセンサーを配置して，

破損箇所の特定･修復を行えるようにした

システムです

○設置個数:317個

･底面:20m間隔で設置

。法面:30m間隔で設置

電位測定電極

一

／

廃棄物 ｜
、
～

j
■鰭調塵＝3

遮水シート

、←
ＴＩ§流
、

一
、

Ｉ、Ｉ／

１１ノ、
、

｝、廃棄物廃

基

地下水のモニタリング一

○地下水の水質を24時間連続で測定し,住民

の皆様が確認できる場所にリアルタイムで

表示しています
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］’ フロンティアかさまでの安全･安心な施設づくり全ま力 のアイ丁 ⑦工．

I ｝○浸出水処蝉対策

埋立地に降った雨水は,遮水シートで受けて浸出水として集め,浸出水処理施設により
公共下水道排除基準以下に浄化した上で,市の公共下水道へ放流

■フローシート

公共下水道へ放流

鵯 浬洗ブロウ 一
一
一

今｢硬商1

迅虹プロワ

一
一

ろ遇器 鶴
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高度処理設備 放流設備生物処理設備カルシウム除去装置
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|工ｺﾌﾛﾝﾃｲｱかさまでの安全･安心な施設つくり⑧
、
ノ

I I○跡地利用(埋立終了後）

、〆

･地域の方々が有効に活用できる施設を整備していきたいと考えています

･工コフロンティアかさまでは,廃止後の禾11用について,今後,市や地元の皆様のご意見を
伺いながら,協議し,計画していきます

、 ノ

＜跡地利用の全国事例＞

、 〆
－ ，■■■■■■■■■■■
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、(水戸市処分場跡地）
太陽光発電

(大阪市処分場跡地)ノ
運動場

津町民間処分場跡地ソ〆 に

30



地域のみなさまのご理解をよろしくお願いいたします

、
４

Ｆ

医

お問い合わせ先

r ②茨城県県民生活環境部廃棄物対策課
新最終処分場整備室 |お問い合わせ
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